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新型コロナワクチン追加接種（3回目接種）
会場に行くためのタクシー利用料金を助成します

　市では、新型コロナワクチン追加接種（3回目接種）会場への交通手段が確保できない方を対象に、ワ
クチン用タクシー券を交付します。ご利用にはお申込みが必要です。

乗合タクシー利用の場合
内容 利用者負担金上限（300円）を市が負担します。
対象者 全市民
利用方法 新規の利用には事前登録が必要です。事前登録を行った後、利用の申込みを行ってください。
事前登録申込先 常陸大宮市社会福祉協議会　☎53-1125
利用予約先 乗合タクシー予約センター　☎54-3210

ワクチン接種送迎用タクシー「契約タクシー」利用の場合
内容 市が契約したタクシー会社を利用した際に、利用者負担金の一部を市が負担します。

対象者

一般の公共交通機関の利用が困難、または下肢が不自由な方のうち、次のいずれかに該当する方
①満65歳以上の方
②身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、または難病医療受給者証の交付を

受けている方

利用方法
①新型コロナワクチン接種コールセンターに連絡し、ワクチン用タクシー券の申請を行ってください。
②契約タクシー会社へ予約してください。
※利用できる契約タクシー会社の一覧をワクチン用タクシー券に同封します。

助成額

申込先 新型コロナワクチン接種コールセンター　☎55-7277 （平日9:00～17:00）
お問い合わせ先 健康推進課　☎54-7121

本庁　こども課こどもG　52-1111（内線137）
山支　総合窓口・地域振興G　57-2121　　美支　総合窓口・地域振興G　58-2111
緒支　総合窓口・地域振興G　56-2111　　御支　総合窓口・地域振興G　55-2111

　新型コロナウイルス感染症の影響を受けた子
育て世帯を支援するため、18歳以下（高校3年
生まで）の児童のいる方を対象に、児童1人につ
き10万円の臨時特別給付金を支給しています。
※児童手当（公務員、特例給付を除く）の受給者
については、申請不要で令和3年12月24日（金）
以降順次支給しています。
　各対象となる方の申請期限は右のとおりとな
っていますので、該当すると思われる方は期限
内に申請をお願いします（郵送での申請も可）。

【児童手当（公務員）】
「令和3年9月分の児童手当（公務員）の支給対象児童」
【高校生】
「平成15年4月2日から平成18年4月1日の間に生まれ
た児童」

【新生児】
出生届を提出する際に、児童手当等の手続きと合わ
せて申請が可能です。

詳しくはこちらから　⇒

令和4年3月31日（木）

令和4年4月15日（金）

申請期限

申請期限

令和3年度子育て世帯への臨時特別給付金
の申請はお済みですか？

お問い合わせ先

お知らせ

タクシー利用料金 利用者負担額 タクシー利用料金 利用者負担額
1,000円 0円 3,001円～4,000円 1,200円

1,001円～2,000円 400円 4,001円～5,000円 1,600円
2,001円～3,000円 800円 5,001円～ 実費－3,400円


